
令和６年(2024 年)１月改訂 

Ⅵ 事務管理編



Ⅵ 事務管理編

67 

Ⅵ 事務管理編

給食に関する事務については、給食食材の発注、購入、納品、使用、請求等に係る書類を適

切かつ効率的に処理し、給食運営と栄養管理の実態が十分把握できる内容となっていることが

大切である。 

施設長及び給食責任者は、運営管理が良好に処理されていることを確認し、必要に応じて各

関係書類に決裁等を行い整備する。 

１ 給食関係帳簿

N0 書類名 決裁 書類の役割、記載内容等 

１ 
給与栄養目標

量 
必要 

子どもの性・年齢・身体活動レベル・発育・発達状況・栄養状

態等により給与栄養目標量を設定する。 

※ ｢札幌市保育所給食基準献立」を使用する場合は、設定を省略

できる。 

２ 

食品群別荷重

平均成分表 

食品構成表 
必要 

＜食品群別荷重平均成分表＞ 

食品構成表を作成する際、食品群ごとの栄養量を算出するため

に使用する。 

＜食品構成表＞ 

給与栄養目標量を満たすための食品群の種類と量を示したも

のである。 

※ ｢札幌市保育所給食基準献立」を使用する場合は、設定を省略

できる。 

３ 予定献立表 
各月 

必要 

園で実施する区分ごと（昼食、夕方おやつ、夕食、休日等）に

献立名・食品名・一人当りの可食量と総使用量を記載した予定献

立表を作成し、給与栄養目標量を満たしていることを確認し、施

設長の決裁を受ける。 

※ 昼食、休日に「札幌市保育所給食基準献立」を使用する場

合は、「予定・実施献立表」に、予定人数、提供予定の果物、行

事により変更する内容等を記載する。（様式１－１） 

※ 夕食に「札幌市保育所給食基準献立」を使用する場合は、

「予定・実施献立表」に、予定人数、提供予定の果物、行事に

より変更する内容等を記載する。（様式２－１） 

※ 夕方おやつに「札幌市保育所給食基準献立」を使用する場合

は、「夕方おやつ予定・実施献立表」（様式３）に夕方おやつの

内容（市販菓子の場合は商品名を、手作りおやつの場合は材料

名や料理名等）を記載する。 
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４ 

札幌市保育所

給食基準献立

変更記録 

札幌市保育所給食基準献立をデータ上で変更して使用する場

合に記載が必要。様式は毎月献立とともに送付されるので、記載

例を参照し変更内容を記載する。献立変更を行った月は必ず作成

し施設で保管する。定期指導監査時には提出を求められる。 

５ 実施献立表 
各月 

必要 

給食実施後、上記、予定献立表に「実施人数」（提供人数）を記

入する。 

献立内容に変更を生じた場合は、変更した内容及び献立変更後

の栄養量を予定献立表に記載する。 

月末に給与栄養量（月報）を算出し、報告して決裁を受ける。

※ 栄養士等の配置がない施設で「札幌市保育所給食基準献立」

を使用する場合は、月２回までの献立変更であれば栄養量の修

正は求めない。 

６ 
保護者用の献

立表 

各月 

必要 

保護者向けとして、毎月、事前に給食の予定献立表を配布す

る。 

食種（幼児食・離乳食・アレルギー対応食等）ごとに作成

し、食事提供に係る情報提供を行う。 

７ 給食日誌 
毎日 

必要 

実施した給食内容や提供した給食の栄養量の報告、検食の記

録、子どもの喫食状況（残菜）、調理作業に関する事項、その他

特記事項などを記録し、施設長の決裁を受ける。（様式１－２） 

８ 検食の記録 
毎日 

必要 

施設長又は施設長から指名を受けた職員（異物混入等があっ

た場合、指示命令が可能な職員）が、子どもが食事をする前に

検食する。味付け・盛付け・分量・その他について確認して、

記録し押印又はサインを行う。（様式１－２） 

９ 

給食材料 

発注書 

(兼伺書)  

発 注 書

ご と に

必要 

発注業者名、発注日、使用日、食品名・規格・数量（kg）を

明記し、施設長の決裁を受けた後、発注する（様式８）。発注量

は、購入量が明確になるよう必ず重量等（ｇ・㎏・mL・L）を記

載すること。 

例）【誤】      【正】 

 パン粉 ２袋 →  パン粉（500g） ２袋 

               パン粉      １kg 

注意）経理に関わるため、修正液は使用しない。（改ざん防止）

【修正方法】決裁前の訂正は、見え消し二重線＋作成者の印を押

印。 

決裁後の取り消し等変更は、訂正後に施設長の確認印の押印と

変更した日付を記入する。＜様式８記入例＞参照 

納品時には、納品された食品と発注書を照らし合わせて間違

いのないことを確認する。 
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10 納品書  

納品業者名、食品名、規格、数量、単価、金額が、正しく記

載されているかを確認する。発注書との照合を行う。 

適切な検収を行い、検収実施記録として納品書に検収印又は

サイン等を記載する。 

11 請求書 必要 

月末に各取引業者から送付された請求金額が正しいかを確認

する。（請求書と納品書、発注書等との照合。） 

＜確認のポイント＞ 

① 業者（債権者）の住所・氏名、（法人の場合は法人名・代表

者肩書・代表者名）請求年月日が正確に記入されているか。 

② 請求印が押印されているか。 

③ 請求先の名称が正確に記載されているか。（例：○○保育

園） 

④ 数量・単価・金額を確認し、合計金額があっているか。 

⑤ 訂正箇所は、請求印で訂正されているか。 

12 
給食業者別購

入日計表 

毎月 

必要 

取引業者別の購入食材と金額を記載し、日計、月計の給食材

料費を明確にし、年度や各月の予算の計画的な運用に役立て

る。（様式９） 

月、年平均の一食単価の算定根拠として活用し、次年度の予

算計画に役立てる。給食事務担当者（経理）が行うこととし、

給食責任者と連携を図り行う。 

13 
貯蔵食品 

受払簿 

毎月 

必要 

玉葱・人参・じゃが芋等をまとめて購入し使用している場合

には、食品ごとに受払いを記録する（様式 10）。  

14 
食品材料 

受払簿 

毎月 

必要 

給食材料のうち、大量に一括購入し、長期間（１か月以上）に

わたって使用する食品については、食品ごとに受払いを記録す

る（様式 10）。

15 
寄付食品 

受払簿 

毎月 

必要 

寄贈された食品については、寄贈元名及び受払いを記録す

る。 

16 

衛生管理 

チェックリス

ト 

毎年・ 

毎月・ 

毎日 

必要 

様式４～７に記録する。 

17 
食育 

年間計画 

毎年 

必要 

食育年間計画を作成する。 

（保育所保育指針「第３章 健康及び安全 ２ 食育の推進」

参照） 
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２ その他の帳簿

(1) 調理従事者等検便検査結果 

毎月実施する検便及び新規採用時の検便の検査結果は、５年間保存する。 

(2) 水質検査書 

ア 水道水以外の水を使用する場合は水質検査を行い、成績書を３年間保存する。 

イ 貯水槽を設置している場合や、井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合は、遊離残留塩素

が 0.1mg/L 以上であることを始業前及び調理作業終了後に毎日検査し記録する。 

ウ 貯水槽は、専門の業者に委託して、年１回以上清掃すること。なお、清掃した証明書は３

年間保存する。 

３ 給食の運営管理に係る事務業務及び決裁の流れ

(1) 毎月の給食業務  

子ども未来局から、下記の資料がデータ送付されるので、参考とする。 

毎月、資料とともに送付される「お知らせ」については、各施設に周知したい給食の運営管

理に係る内容を中心に情報提供を行っているので施設長及び給食責任者は目を通すこと。 

ア 「札幌市保育所給食基準献立」（毎月 20 日を目安に送付） 

(ｱ) 「週２回手作りおやつ献立」 

(ｲ) 「平日手作りおやつ献立」 

(ｳ) 「夕方おやつ献立」 

(ｴ) 「夕食献立」※実施園のみ 

(ｵ) 「休日献立」※実施園のみ 

イ 予定献立の作成 

各施設における予定献立（幼児食、離乳食、食物アレルギー対応食、特別食）を作成。（施

設長の確認・決裁） 

ウ 保護者用献立表一覧（給食だより等）の作成、配布 

(ｱ) 保護者への情報提供や食育の一環として１か月単位を目安に給食だよりを作成（施設長

の確認・決裁）、配布し、家庭との連携を図る。 

※ 食育等の情報提供には、毎月献立送付時に同封される「食のウォッチング」を活用す

るとよい。 

(ｲ) 幼児食献立表 離乳食献立表、食物アレルギー対応献立表、特別食献立表を作成する。 

エ 給食食材の発注 

(ｱ) 予定献立表で食材の総使用量を計算し、それを基に発注書を作成。 

(ｲ) 施設長の確認・決裁後、発注。 
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図４  給食業務の決裁の流れ 

４ 給食関係帳簿の保存期間

給食関係帳簿類は、特に定められた場合を除き、１年間（前年度分）保存する。 

ただし、会計経理上の証憑などは、５年間保存するものとする。 
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